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饉魁夏涯

労
災
保
険
法
の
改
正
動
向
に
注
目

「労
災
保
険
制
度
研
究
会
中
間
報
告
書
」
を
公
表

厚
生
労
働
省
が
７
月
３０
日
に
発
表
し
た

「労
災
保
険
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
研

究
会
中
間
報
告
書
」
に
基
づ
い
て
厚
労
省

の
労
働
政
策
審
議
会
で
労
災
保
険
法
の
改

正
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

労
災
保
険
制
度
は
、
労
働
基
準
法
第
８

章

「災
害
補
償
」
の
規
定
を
担
保
す
る
た

め
、
労
働
基
準
法
と
同
時

（昭
和
２２
年
９

月
１
日
）
に
施
行
さ
れ
、
以
後
７８
年
を
経

過
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
労
災
保
険
制

度
は
、
単
に
労
働
基
準
法
の
規
定
を
担
保

す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
長
期
傷
病
者

補
償
の
創
設
、
特
別
加
入
制
度
の
創
設
、

通
勤
災
害
補
償
制
度
の
創
設
、
特
別
支
給

金
の
創
設
、
労
働
福
祉
事
業
の
創
設
等
、

労
働
基
準
法
の
内
容
を
大
き
く
上
回
る
形

で
適
用
範
囲
、
給
付
の
充
実
等
が
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
。

一
方
、
各
時
点
で
の
状
況
を
踏
ま
え
て

必
要
な
改
正
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
制
度

全
体
の
検
証
は
、
そ
の
機
会
を
得
な
い
ま

ま
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
研

究
会
で
は
適
用
、
給
付
、
徴
収
の
各
分
野

ご
と
に
改
め
て
検
証
し
、
２
０
２
４
年
１２

月
か
ら
２５
年
８
月
ま
で
８
回
の
議
論
を
踏

ま
え
て
中
間
報
告
と
し
て
ま
と
め
た
も
の

で
す
。

報
告
書
で
は
、
適
用
関
係
に
つ
い
て
小

規
模
な
農
林
水
産
業
が
暫
定
任
意
適
用
と

な
つ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
重
大
な
事

故
の
発
生
を
踏
ま
え
て
、事
業
者
の
把
握
、

事
務
負
担

へ
の
配
慮
を
し
つ
つ
、
こ
れ
を

強
制
適
用
と
す
る
こ
と
で
委
員
の
意
見
の

一
致
を
み
ま
し
た
。
給
付
関
係
で
は
、
遺

族
補
償
給
付
に
つ
い
て
は
妻
と
夫
で
差
が

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
解
消
す
べ
き
と
の
意

見
の
一
致
を
み
ま
し
た
。

高
齢
者
、
寡
婦
へ
の
特
別
加
算
に
つ
い

て
は
、
制
度
創
設
時
と
の
環
境
の
変
化
を

踏
ま
え
て
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ

と
、
徴
収
関
係
に
つ
い
て
は
、
災
害
の
発

生
状
況
に
合
わ
せ
て
保
険
料
率
を
増
減
さ

せ
る
メ
リ
ッ
ト
制
に
つ
い
て
、
労
災
隠
し

の
要
因
に
な
る
と
の
問
題
を
認
識
し
つ
つ

も
存
続
が
適
当
と
の
判
断
に
至
り
ま
し

た
。こ

の
報
告
書
を
踏
ま
え
、
公
労
使
に
よ

る
労
働
政
策
審
議
会
の
議
論
を
経
た
上
で

２５
年
末
に
は
報
告
書
が
建
議
さ
れ
、
２６
年

に
改
正
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
る
予
定

で
す
。
労
災
保
険
制
度
の
大
き
な
改
正
で

あ
り
、
そ
の
動
向
が
注
目
さ
れ
ま
す
。



第25回 65歳までの選択定年制を導入、雇用上限は70歳

人
材
の
定
着
を
目
的
に
制
度
を
改
定

短
時
間
勤
務
等
柔
軟
な
働
き
方
を
用
意

同
社
は
酒
類
な
ど
食
料
品
の
販
売

事
業
お
よ
び
卸
売
事
業
の
会
社
で
あ

り
、
飲
食
店
と
家
庭
向
け
の
顧
客
に
酒

類
の
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。
従
業
員

の
職
種
は
、
店
舗
の
販
売
職
、
配
達
ド

ラ
イ
バ
ー
、
飲
食
店
担
当
の
営
業
職
の

３
つ
。
そ
れ
に
商
品
開
発
や
人
事
な
ど

の
管
理
部
門
を
含
め
て
２
０
０
０
人
超

の
社
員
が
お
り
、
そ
の
ほ
か
に
店
舗
な

ど
で
３
０
０
０
人
超
の
ア
ル
バ
イ
ト
が

働
い
て
い
ま
す
。
２
０
１
９
年
に
採
用

力
の
強
化
と
人
材
の
定
着
を
目
的
に
全

社
的
な
人
事
制
度
の
改
定
を
行
い
ま
し

た
。
改
定
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
役
割
に

応
じ
た
等
級
の
設
定
と
評
価
を
行
う
、

②
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
や
成
長
実
感
の
あ

人
手
不
足
解
消
の
方
策
の
１
つ
と
し
て

高
齢
者
屋
用
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
６０
歳
定
年
を
延
長
し
た
り
、
働
き

や
す
い
環
境
の
改
善
に
取
り
組
む
企
業
が

増
え
て
い
ま
す
。
今
回
は
６５
歳
ま
で
の
間

に
定
年
を
選
択
で
き
る
選
択
定
年
制
を
導

入
す
る
と
と
も
に
、
一屋
用
の
上
限
を
７０
歳

に
引
き
上
げ
た
小
売

・
卸
売
業
の
会
社
の

事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

る
制
度
、
③
管
理
職
や
専
門
職
キ
ャ
リ

ア
を
早
い
段
階
か
ら
描
け
る
、
④
多
様

性
の
推
進
―
―
の
４
つ
で
す
。

具
体
的
に
は
、
２
等
級
の
非
管
理

職
層
の
等
級
を
４
段
階
に
区
分
。
新
人

の
Ｊ
ｌ
（大
卒
）
と
熟
練
の
Ｊ
２
等
級
、

主
任

・
リ
ー
ダ
ー
職
の
Ｌ
等
級
、
課
長

代
理
の
Ｍ
Ｏ
等
級
を
設
け
、
さ
ら
に
実

力
し
だ
い
で
Ｊ
２
か
ら
Ｍ
Ｏ
等
級
に

ク飛
び
級
ク
で
昇
格
で
き
る
な
ど
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
や
成
長
実
感
を
持
て
る
形

に
し
ま
し
た
。
管
理
職
層
も
ラ
イ
ン
の

課
長
、
部
長
職
以
外
に
、
プ
ロ
フ
ェ
ツ

シ
ョ
ナ
ル
職
と
し
て
Ｐ
Ｏ

（課
長
代
理

相
当
）、
課
長
職
相
当
の
Ｐ
ｌ
と
部
長

職
相
当
の
Ｐ
２
の
３
つ
を
設
け
、
販
売

や
営
業
、
財
務
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の

プ
ロ
を
め
ざ
す
人
の
た
め
に
も
Ｐ
Ｏ
等

級
を
設
け
、
Ｌ
等
級
か
ら
Ｐ
Ｏ
に
昇
格

で
き
る
道
を
つ
く
り
ま
し
た
。

一
方
、
定
年
を
６５
歳
に
廷
長
し
、
定

年
年
齢
を
選
択
で
き
る
選
択
定
年
制
を

導
入
し
ま
し
た
。
そ
の
目
的
に
つ
い
て

同
社
の
人
事
担
当
者
は

「年
齢
に
関
係

な
く
、
ま
た
男
性

・
女
性
に
関
係
な
く

活
躍
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ

る
。
原
則
、
評
価
、
賃
金
、
勤
務
形
態
、

異
動
な
ど
の
条
件
を
含
め
て
正
社
員
と

変
わ
ら
な
い
処
遇
に
な
る
。
従
来
の
再

一雇
用
制
度
は
賞
与
も
な
く
、
給
与
も
現

役
時
代
か
ら
２０
～
２５
％
程
度
減
り
、
不

満
が
当
初
か
ら
あ
つ
た
。
６０
歳
以
降
も

正
社
員
と
同
様
の
評
価

・
処
遇
制
度
を

適
用
す
る
こ
と
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

維
持
し
、
現
役
と
同
じ
よ
う
に
会
社
の

貴
重
な
戦
力
と
し
て
活
躍
し
て
ほ
し
い

と
考
え
た
」
と
言
い
ま
す
。

６５
歳
定
年
後
は
、
部
門
に
必
要
と
す

る
仕
事
が
あ
り
、
本
人
も
希
望
す
れ
ば

７０
歳
ま
で
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
三
展
用
を

継
続
で
き
ま
す
。
店
舗
の
販
売
職
な
ど

は
時
給
制
で
す
が
、
営
業
職
や
管
理
部

門
な
ど
は
１
年
更
新
の
契
約
社
長
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
健
康
状
態
に
応
じ
て

短
時
間
勤
務
や
残
業

・
休
日
勤
務
の
免

除
な
ど
の
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。
例

え
ば
配
送
ド
ラ
イ
バ
ー
か
ら
運
転
サ

ポ
ー
ト
業
務
に
転
換
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
ま
た
、
家
庭
の
事
情
で
介
護
の

問
題
を
抱
え
る
社
員
も
い
ま
す
が
、
「当

社
は
も
と
も
と
個
人
の
事
情
に
即
し
た

柔
軟
な
対
応
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば

販
売
職
は
、
い
っ
た
ん
時
給
制
の
ア
ル
バ

イ
ト
で
働
き
、
そ
の
後
に
社
員
に
戻
る

人
も
結
構
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
部
門
で
は

在
宅
ワ
ー
ク
も
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
仕

事
を
継
続
し
て
い
る
な
ど
柔
軟
に
働
け

る
の
が
当
社
の
特
徴
」
と
言
い
ま
す
。

戦力化と
生産性向上を目指して


